
スマレジ免税リファンドサービス利用規約（加盟店用） 

本規約は、株式会社スマレジ（以下「スマレジ」といいます。）及び株式会社スマレジペイメント（以下「ス

マレジペイメント」といい、スマレジと併せて「当社ら」といいます。）が共同して提供する「スマレジ免税リ

ファンドサービス」（名称は変更されることがあります。以下「本サービス」といいます。）の利用に関する

条件を、本サービスを利用する事業者（以下「加盟店」といいます。）と当社らとの間で定めるものです。 

第1条（定義） 

本規約において用いる用語の意義は、別段の定めがある場合及び文脈上別異に解すべき場合を

除き、次の各号に定めるところによります。 

(1)​ 「リファンド方式」とは、輸出物品販売場における免税販売につき、販売時に消費税相当額を
含めて代金を領収し、免税購入対象者の出国時における税関の持出確認等の所定の要件

が充足された後に、消費税相当額を免税購入対象者に返金する方式の免税制度をいいま

す。 

(2)​ 「輸出物品販売場」とは、消費税法に基づき、納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販
売場をいいます。 

(3)​ 「免税購入対象者」とは、外国為替及び外国貿易管理法に定める非居住者であって、出入国
管理及び難民認定法に基づき上陸の許可を得た外国人旅行者等をいいます。 

(4)​ 「承認送受信事業者」とは、輸出物品販売場を経営する事業者のために、免税販売に係る
購入記録情報を国税庁長官に提供し、国税庁長官から税関確認情報を受領すること（以下

「購入記録情報の提供等」といいます。）ができる者として、消費税法に基づき納税地の所轄

税務署長の承認を受けた事業者をいいます。 

(5)​ 「返金事業者」とは、加盟店の委託を受けて、リファンド方式に基づき免税購入対象者に対す
る消費税相当額の返金（以下「リファンド」といいます。）に係る事務を行う事業者をいいま

す。 

(6)​ 「返金原資」とは、リファンドとして免税購入対象者に支払われるべき消費税相当額をいいま
す。 

(7)​ 「資金移動業者」とは、資金決済に関する法律に基づき登録を受けた資金移動業者であっ
て、本サービスにおいて免税購入対象者への送金（為替取引）を行う者をいいます。 

(8)​ 「購入記録情報」とは、消費税法及び関係法令に基づき国税庁長官に提供すべき免税購入
対象者の旅券情報、購入品目情報その他の情報を記録した電磁的記録をいいます。 

(9)​ 「スマレジPOS」とは、スマレジが提供するクラウドPOSサービス「スマレジ」をいいます。 

(10)​「申込フォーム」とは、本サービスの利用申込みのために当社らが提供するウェブ上の申込
画面その他の様式をいい、本サービスの経済条件その他の利用条件を含みます。 

(11)​「個別規程」とは、本サービスに関して本規約とは別に当社らがウェブサイト上に掲示し又は
加盟店に交付するガイドライン、ポリシー、マニュアル、料金表等の文書をいい、申込フォー

ムを含みます。 



第2条（本規約の適用及び変更） 

1.​ 本規約は、本サービスの利用に関する加盟店と当社らとの間の一切の関係に適用されます。 

2.​ 本サービスは、加盟店がスマレジPOSを利用していることを利用の前提とします。 

3.​ 本サービスは、加盟店が消費税法に基づく輸出物品販売場の許可を受けていることを利用の前
提とします。加盟店は、当該許可を維持する責任を負うものとし、許可が失効し又は取り消された

場合には直ちに当社らに通知するものとします。 

4.​ 本サービスに関し、本規約とは別に個別規程がある場合、個別規程は、本規約の一部を構成しま
す。本規約と個別規程とで異なる定めがある場合は、当該部分について個別規程が優先して適用

されるものとします。 

5.​ 当社らは、本規約を随時変更することができるものとします。当社らは、本規約を変更する場合、1
か月以上の予告期間をおいて、変更後の本規約の内容及び効力発生日を、当社らのウェブサイト

への掲示又は電子メールの送信その他当社らが適当と判断する方法により加盟店に通知しま

す。効力発生日以降に加盟店が本サービスを利用したときは、当社は、加盟店が本規約の変更

に同意したものとみなします。 

6.​ スマレジが別途定める「スマレジ」サービス利用規約は、本サービスのうちスマレジが提供する部
分について本規約と併せて適用されるものとします。本規約と当該利用規約とで異なる定めがあ

る場合は、本サービスに関する限り本規約が優先して適用されるものとします。 

第3条（当事者の役割） 

1.​ 本サービスにおける当社らの主たる役割は、次のとおりです。 

(1)​ スマレジは、承認送受信事業者として、加盟店のために、購入記録情報の提供等を行うほ
か、本サービスに係るシステムの提供・運用、加盟店管理及び加盟店向けサポートを行いま

す。また、加盟店とスマレジとの間にPAYGATE包括加盟店契約がある場合において、免税
購入対象者がクレジット又は銀聯によるリファンドを選択したときは、スマレジペイメントから

の委託を受けてリファンドに係る事務を行います。 

(2)​ スマレジペイメントは、返金事業者としてリファンドに係る事務を行います。また、資金移動業
者と共同して、免税購入対象者からの問い合わせ対応その他免税購入対象者向けサポート

を行います。 

2.​ 本サービスにおける免税購入対象者への送金（為替取引）は、資金移動業者が、資金決済に関す
る法律に基づきその責任において行います。 

第4条（利用契約の成立） 

1.​ 本サービスの利用を希望する者は、本規約及び申込フォームに記載された利用条件を承諾のう
え、申込フォームその他当社ら所定の方法により当社らに対して利用の申込みを行うものとしま

す。 

2.​ 本規約及び申込フォームに記載された利用条件を契約の内容とする本サービスの利用契約（以
下「本契約」といいます。）は、申込者が前項の申込みを行い、当社らがこれを承諾した時点で成

立します。ただし、当社らは、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、前項の申込みを承

諾せず、又は本サービスの提供を拒むことができるものとします。この場合、当社らは理由を説明

する義務を負いません。 



(1)​ 申込みに際して当社らに提供した情報に虚偽、誤記又は不足があった場合 

(2)​ 輸出物品販売場の許可を受けていない場合又は当該許可を維持していないと当社らが判断
した場合 

(3)​ 過去に本規約その他当社らとの契約に違反したことがある場合 

(4)​ 第16条に定める反社会的勢力等に該当すると当社らが判断した場合 

(5)​ 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産、民事再生、会社更生、その他の倒産手続の開
始申立てがあった場合 

(6)​ 監督官庁から営業の取消し、停止等の処分を受けたとき 

(7)​ 第三者より仮差押え、仮処分若しくは強制執行等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処
分を受けたとき 

(8)​ 合併によらない解散、事業の全部又は重要な一部の譲渡の決議をしたとき 

(9)​ その他当社らが不適切と判断した場合 

第5条（加盟店の業務及び義務） 

1.​ 加盟店は、本サービスを利用した免税販売にあたり、消費税法、犯罪による収益の移転防止に関
する法律、外国為替及び外国貿易法その他のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止に

関する法令並びに本規約を遵守し、次の各号に掲げる業務を自らの責任において適切に行うもの

とします。 

(1)​ 免税購入対象者に該当するか否かの確認（旅券その他の本人確認書類の現認を含みま
す。） 

(2)​ 免税対象物品の適切な選別 

(3)​ スマレジPOSを用いた購入記録情報その他必要情報の正確な取得、入力及び保存 

(4)​ 免税購入対象者に対する、リファンドの方法その他必要事項を記載した案内資料の交付及
び説明 

(5)​ その他リファンド方式に基づく免税販売に関し加盟店が行うべき業務 

2.​ 加盟店が入力した情報の誤り（旅券番号、氏名等の誤りを含みます。）に起因して国税庁の免税
販売管理システムへの提供が失敗し、又は税関の持出確認において免税が否認され、その結果

リファンドが行われなかった場合であっても、当社らは一切の責任を負いません。 

3.​ 加盟店は、消費税法その他の関係法令に従い、免税販売に係る購入記録情報その他の帳簿書
類等を、法令に定める期間（免税販売を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過
した日から7年間）、自らの責任において保存するものとします。 

4.​ 加盟店は、本サービスの利用に必要なコンピューター、通信機器、通信回線その他の環境を、自
己の費用と責任において準備し維持するものとします。 

5.​ 加盟店は、当社らが行うリファンドが専ら国税庁長官から受領した税関確認情報に基づいて行わ
れる事務処理であって、当社らによるリファンドの実施の有無及びその内容が消費税法に基づく

免税の成否そのものを決定し、証明し又は保証するものではないことを理解した上で、当社らに対

し次条に定める事務を委託するものとします。 



第6条（返金事務の委託及び債務引受け） 

1.​ 加盟店とスマレジとの間にPAYGATE包括加盟店契約がある場合において、免税購入対象者がク
レジット又は銀聯によるリファンドを選択したときは、加盟店は、免税購入対象者に対して返金原

資を返金する事務（以下「免税還付金支払債務」といいます。）を当社らに委託するものとします。

この場合において、スマレジがカード会社に対して返金原資の返金を行ったときは、加盟店は、ス

マレジに対し、返金原資相当額を支払うものとします。なお、当社らは、スマレジが加盟店に引き

渡すべき次回以後の立替払金から返金原資相当額を相殺する方法により加盟店から返金原資を

回収することができるものとします。スマレジが加盟店から返金原資相当額を受領した時点で加盟

店の免税還付金支払債務は、消滅するものとします。 

2.​ 加盟店とスマレジとの間にPAYGATE包括加盟店契約がある場合において、免税購入対象者が
前項以外の方法によるリファンドを選択したとき、及び加盟店とスマレジとの間にPAYGATE包括
加盟店契約がない場合は、当社らは、免税購入対象者の承諾を得て加盟店の免税還付金支払

債務を免責的に引き受けるものとします。この場合において、当社らが資金移動業者に対して返

金原資相当額を支払ったときは、民法第472条の3の規定にかかわらず、当社らは、加盟店に対
し、返金原資相当額の求償権を取得するものとし、加盟店は、当社らからの求償請求に応じて、こ

れを支払うものとします。 

3.​ 加盟店とスマレジとの間にPAYGATE包括加盟店契約がない場合において、当社らが加盟店の信
用状態、債務の履行状況その他の事情を勘案して必要と判断したときは、加盟店に対し、返金原

資相当額の事前預託又は当社らが相当と認める額の保証金の差入れ等を求めることができるも

のとします。加盟店がこれに応じない場合、当社らは、本サービスの提供の全部又は一部を停止

することができるものとします。 

第7条（返金処理） 

1.​ 免税購入対象者に対する返金の対象となる決済手段の範囲、返金の方法、返金の時期、免税購
入対象者に求められる手続（本人確認及び返金先情報の登録を含みます。）その他返金処理に

関する事項は、当社らが別途定めるものとし、申込フォームその他個別規程において加盟店に提

示するものとします。 

2.​ 免税購入対象者が実際に返金原資を受領する時期は、カード会社、QRコード決済事業者、資金
移動業者その他の関係事業者の処理に要する期間に依存するものであり、当社らはその時期を

保証いたしません。 

第8条（利用料、返金原資等の精算） 

1.​ 加盟店は、本サービスの対価として、申込フォームその他個別規程に定める利用料（以下「免税
サービス利用料」といいます。）を当社らに支払うものとします。免税サービス利用料の金額、料

率、課金条件、最低金額等の詳細は、申込フォームその他個別規程に定めるところによります。 

2.​ 加盟店は、免税サービス利用料の負担者を加盟店自身又は免税購入対象者のいずれかとするこ
とができます。ただし、加盟店は、免税サービス利用料の負担者を免税購入対象者ごとに選択す

ることはできず、申込フォームにおいて最初に選択した負担者を以後変更することはできません。

加盟店が免税購入対象者を負担者とすることを選択した場合、当社らは、加盟店の代理人として

免税購入対象者から免税サービス利用料を受領し、又は当社らが支払う返金原資相当額から控

除する方法によりこれを徴収するものとします。 



3.​ 加盟店と当社らとの間の免税還付金支払債務、免税サービス利用料等の精算は、申込フォーム
その他の個別規程に定める精算サイクルに従って行うものとします。 

4.​ 免税還付金支払債務は、加盟店による免税販売につき購入記録情報の国税庁の免税販売管理
システムへの提供が成功した時点を起点として精算の対象とするものとします。 

5.​ 購入記録情報の提供が成功した後に、税関における持出確認が得られなかったこと、関係法令に
定める期間内に税関の承認が得られなかったことその他の事由により免税が成立しないことが確

定した場合、当社らは、当該確定の日を起点とする精算期間において、既に回収した返金原資相

当額を加盟店に戻すものとします。ただし、この場合であっても、当社らは、既に加盟店から受領し

た免税サービス利用料がある場合は、これを返還する義務を負わず、また加盟店は、未払いの免

税サービス利用料の支払義務を免れないものとします。 

6.​ 当社らは、加盟店に対して通知することにより、加盟店に対して支払うべき金額と加盟店から受領
すべき金額とを、いつでも対当額で相殺することができます。 

7.​ 加盟店が当社らに対して支払うべき金額の支払を遅滞した場合、加盟店は、支払期日の翌日から
支払済みまで、年14.6％の割合による遅延損害金を当社らに支払うものとします。 

第9条（登録情報及びアカウントの管理） 

1.​ 加盟店は、本サービスの利用のために当社らに登録した情報（商号、所在地、連絡先等を含みま
す。）に変更が生じた場合、遅滞なく当社ら所定の方法によりこれを変更するものとします。加盟店

が当該変更を怠ったことにより通知の不到達その他の損害が生じた場合であっても、当社らは一

切の責任を負いません。 

2.​ 加盟店は、本サービスに係るアカウント及びパスワード等を、自己の責任において適切に管理す
るものとし、第三者にこれを利用させ、又は貸与、譲渡等をしてはなりません。 

3.​ 当社らは、アカウント及びパスワード等を用いて行われた一切の行為を、加盟店自身の行為とみ
なすことができます。 

第10条（禁止事項） 

加盟店は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為をして

はなりません。 

(1)​ 法令、本規約又は個別規程に違反する行為 

(2)​ 免税の要件を満たさない取引について、免税販売又はリファンドの対象として処理し、又は
処理しようとする行為 

(3)​ 虚偽の購入記録情報その他の虚偽の情報を提供し又は送信する行為 

(4)​ 免税制度又は本サービスを不正に利用する行為（架空取引、転売目的の取引への関与そ
の他の不正行為を含みます。） 

(5)​ 当社ら、資金移動業者、免税購入対象者又は第三者の権利又は利益を侵害する行為 

(6)​ 本サービスの運営を妨害し、又はそのおそれのある行為 

(7)​ 本サービスを第三者に再提供し、又は本サービスに係る権利を第三者に利用させる行為 

(8)​ その他当社らが不適切と判断する行為 



第11条（加盟店情報の収集、保有及び利用） 

1.​ 当社らは、本サービスの提供、審査、管理、与信判断、不正の防止その他本サービスの運営に必
要な範囲で、加盟店及びその役員に関する情報（商号、代表者、所在地、連絡先、取引情報、本

サービスの利用状況等を含みます。）を収集し、保有し、利用することができます。 

2.​ 当社らは、前項の情報を、本サービスの提供のために必要な範囲で、資金移動業者その他の業
務委託先及び提携先に提供することができるものとし、加盟店は、あらかじめこれを承諾するもの

とします。 

第12条（購入記録情報の提供等） 

1.​ 加盟店は、スマレジに対し、購入記録情報の提供等を委託し、これに必要な代理権をスマレジに
授与するものとします。 

2.​ 加盟店は、購入記録情報の提供等の方法に関し、消費税法その他の関係法令に基づき、納税地
の所轄税務署長に対して必要な届出を行う責任を負うものとします。 

3.​ 加盟店は、購入記録情報の提供等に必要な情報（免税購入対象者の旅券情報を含みます。）を、
自らの責任において正確に取得し、スマレジに提供するものとします。 

第13条（個人情報の取扱い及び秘密保持） 

1.​ 加盟店及び当社らは、本サービスに関して取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律そ
の他の法令及び各自のプライバシーポリシーに従って適切に取り扱うものとします。当社らによる

個人情報の取扱いは、当社らが別途定めるプライバシーポリシーによります。 

2.​ 加盟店及び当社らは、本サービスに関して相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前
の承諾なく第三者に開示又は漏えいせず、本サービスの利用又は提供の目的以外に利用しない

ものとします。ただし、法令に基づき開示を求められた場合及び本サービスの提供のために業務

委託先又は提携先に開示する場合はこの限りではありません。 

3.​ 前項の定めは、本契約終了後3年間有効に存続するものとし、第1項の定めはその後も更に有効
に存続するものとします。 

第14条（保証の制限） 

1.​ 当社らは、当社らが別途明示する場合を除き、本サービスについて、特定の目的への適合性、完
全性、正確性、有用性、継続性その他一切の事項を保証しません。 

2.​ 当社らは、次の各号に掲げる事由に起因して加盟店に生じた損害について、当社らに故意又は重
過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。 

(1)​ 加盟店が入力した購入記録情報の誤り又は不足 

(2)​ 免税購入対象者による返金先情報の未登録、誤登録又は登録の遅延 

(3)​ 税関の持出確認が得られなかったことその他免税が成立しなかったこと 

(4)​ カード会社、QRコード決済事業者、資金移動業者その他の関係事業者の処理に起因する
返金の遅延又は不能 

(5)​ 国税庁の免税販売管理システム、税関のシステムその他の外部システムの障害、変更又は
停止 



(6)​ 天災地変、不可抗力、通信回線・機器等の障害その他当社らの責めに帰すことのできない
事由 

3.​ 債務不履行責任、不法行為責任その他の請求原因の如何を問わず、当社らが加盟店に対して負
う損害賠償責任は、当社らの故意又は重過失による場合を除き、加盟店に現実に生じた直接か

つ通常の損害に限られ、特別の事情から生じた損害及び逸失利益を含みません。その損害賠償

の総額は、損害発生の原因となった事由が生じた月の直近1か月間に加盟店が当社らに対して支
払った免税サービス利用料の合計額を上限とします。 

4.​ 加盟店は、本規約に違反し、又は加盟店の責めに帰すべき事由により当社ら又は資金移動業者
に損害を与えた場合、当社ら又は資金移動業者に対して、当該損害を賠償するものとします。 

5.​ 加盟店は、本サービスの利用に伴い第三者との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用にお
いてこれを解決するものとし、当社らは当該紛争について一切の責任を負いません。 

第15条（契約期間、解約及び解除） 

1.​ 本契約は、次項以下に基づき解約又は解除される時まで有効に存続するものとします。 

2.​ 加盟店は、当社ら所定の方法により当社らに通知することにより、いつでも本契約を解約すること
ができます。ただし、既に発生した債務（免税還付金支払債務及び免税サービス利用料支払債務

を含みますが、これに限られません。）の履行を免れることはできません。 

3.​ 当社らは、加盟店が本規約第4条第2項ただし書の各号のいずれかに該当した場合又は本規約
のいずれかの条項に違反した場合、催告その他何等の手続を要することなく、直ちに本契約の全

部若しくは一部を解除し、又は本サービスの提供を停止することができるものとします。 

4.​ 本契約が終了した場合であっても、終了前に生じた免税還付金支払債務の処理及び返金原資の
精算に関する規定は、当該処理及び精算が完了するまでなおその効力を有するものとします。 

第16条（反社会的勢力の排除） 

1.​ 加盟店及び当社らは、自ら並びに自己の親会社、子会社、関連会社、役員及び従業員（以下併せ
て「関係者」といいます。）が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴ

ロ、特殊知能暴力集団その他これに準じる反社会的勢力（以下併せて「反社会的勢力等」といい

ます。）ではなく、また反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等ではなく、併せて反

社会的勢力等を利用し又は反社会的勢力等と連携しての行為若しくは活動に関与していないこと

を表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 

2.​ 加盟店及び当社らは、相手方に対し、自ら、自らの関係者又は第三者を利用して、次の各号に該
当する行為を行わないことを確約します。 

(1)暴力的な要求行為 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する
行為 

(5)その他前各号に準ずる行為 



3.​ 加盟店及び当社らは、相手方が本条の表明に関して虚偽の申告をし、又は本条の確約に違反し
たことが判明した場合には、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本契約を解除するこ

とができるものとします。 

4.​ 加盟店又は当社らは、前項に基づき本契約が解除された場合、当該解除により生じる損害につい
て相手方に対して一切の請求を行わず、相手方に生じる一切の損害についてはこれを賠償するも

のとします。 

第17条（期限の利益の喪失） 

加盟店が本規約第4条第2項ただし書の各号のいずれかに該当した場合又は本規約のいずれか
の条項に違反した場合、加盟店は、催告その他何等の手続を要することなく当然に本契約に基づ

く一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当社らに対する債務を弁済するものとします。 

第18条（返金原資の回収が困難な場合の取扱い） 

1.​ 当社らが加盟店から返金原資相当額の全部若しくは一部を回収できなかった場合又は回収でき
ないおそれがあると当社らが判断した場合、当社らは、加盟店に対する本サービスに係る新たな

免税販売の受付（購入記録情報の登録を含みます。）を、催告その他の手続を要することなく直ち

に停止し、又は本契約を解除することができるものとします。なお、本条の措置は、既に成立した

免税販売に係る免税購入対象者へのリファンドに影響を及ぼすものではありません。 

2.​ 前項の場合において、当社らは、加盟店の状況その他の事情を勘案し、当社らの裁量により、当
社らが指定する方法による返金原資相当額の支払を認め、又は支払について猶予を与えること

があります。この場合であっても、当社らは、いつでも前項の受付停止又は本契約の解除をするこ

とができるものとします。 

3.​ 第1項に基づく受付停止又は本契約の解除によって加盟店に損害が生じた場合であっても、当社
らは一切の責任を負いません。また、加盟店は、本契約が解除された場合といえども、既に発生し

た返金原資相当額の支払義務その他の債務の履行を免れることはできません。 

第19条（本サービスの変更、停止及び終了） 

1.​ 当社らは、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなく、本サービス
の全部又は一部を停止することができます。 

(1)​ 本サービスに関する設備の保守又は点検を行う場合 

(2)​ 設備の故障、通信回線の事故等により本サービスの提供が困難となった場合 

(3)​ 火災、停電、天災地変その他の不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合 

(4)​ 関係法令の改正、行政官庁の指導その他の事由により本サービスの提供が困難となった場
合 

(5)​ その他当社らが必要と判断した場合 

2.​ 当社らは、当社らの判断により、本サービスの内容を変更し、又は本サービスの提供を終了する
ことができます。本サービスの提供を終了する場合、当社らはあらかじめ加盟店に通知するものと

します。 



3.​ 当社らは、前各項により本サービスを停止し、変更し又は終了したことに関して加盟店に生じた損
害について、一切の責任を負いません。 

第20条（再委託） 

当社らは、本サービスに関する業務の全部又は一部を、自らの判断により第三者に再委託するこ

とができるものとし、加盟店は、あらかじめこれを承諾するものとします。 

第21条（権利義務の譲渡禁止等） 

1.​ 加盟店は、当社らの書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しく
は義務を、第三者に譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。 

2.​ 加盟店は、当社らが、本サービスの提供に伴い生じる返金原資に係る債権その他本契約に基づく
債権を、資金移動業者その他の第三者に譲渡し、又は当該第三者に債務を引き受けさせることに

ついて、あらかじめ承諾するとともに何等の異議を述べないものとします。 

3.​ 当社らは、合併、会社分割その他の組織再編を行い、又は本サービスに係る事業を第三者に譲
渡（事業譲渡、会社分割その他方法を問いません。）することに伴い、本契約上の地位、本規約に

基づく権利義務及び加盟店に関する情報を当該第三者に承継させることができるものとし、加盟

店はあらかじめこれを承諾するものとします。 

第22条（通知） 

本サービスに関する当社らから加盟店への通知は、当社らのウェブサイトへの掲示、電子メール

の送信その他当社らが適当と判断する方法により行います。電子メールの送信又はウェブサイト

への掲載により通知を行う場合、当該通知は、発信又は掲載がなされた時点から効力を生じま

す。 

第23条（協議解決） 

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合、加盟店及び当社らは、信義誠

実の原則に従い協議のうえ解決を図るものとします。 

第24条（準拠法及び合意管轄） 

1.​ 本規約は、日本語を正文とし、その成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法としま
す。 

2.​ 本規約又は本サービスに起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、大阪地方裁
判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

2026年7月1日　制定 

株式会社スマレジ 
株式会社スマレジペイメント 


